令和８年度「未来を拓く事業拡大支援事業」業務委託
企画提案公募要領

この要領は令和８年度「未来を拓く事業拡大支援事業」業務委託に関する企画提案および契約の締結において留意すべき事項を記したものである。企画提案の申請者は、以下の事項を承知の上、企画提案書を提出すること。

１　事業名
[bookmark: _Hlk226446013]未来を拓く事業拡大支援事業

２　事業の概要および目的
中小企業の事業再生や財務的な課題の解決をＭ＆Ａの手法を活用して、県内中小企業の生産性向上、販路開拓、経営基盤強化を促進することで、競争力を有する企業を創出し、持続的な経済成長を実現する。

３　契約期間
契約締結の日～令和９年２月28日

４　委託料上限額
20,000千円（消費税および地方消費税含む）

５　委託業務内容
  　別添の令和８年度「未来を拓く事業拡大支援事業」に係る業務委託企画提案仕様書のとおり

６　参加資格
次の要件を全て満たす法人又は複数の法人からなる共同企業体（以下、「コンソーシアム」という。）とする。
⑴　沖縄県内に事業所を有する法人又は県内に事業所を有する者が１者以上参加するコンソーシアムとする。コンソーシアムの場合の要件は以下のとおりとする。
ア　コンソーシアムの中に管理法人を１者置くものとする。管理法人は、本事業の運営管理、構成員相互の調整・連携、事務管理を行う機関とし、代表して申請すること。
イ　管理法人は当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤・管理能力を有すること。
ウ　管理法人は県内に事業所等を有し、進捗報告や協議に円滑に対応できる体制を有すること。
⑵　本事業と類似の実績があり、企画並びに実施に必要な知識・経験・実施体制を有していること。
⑶　本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤および資金等の管理能力を有していること。
⑷　中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、経営革新等支援業務を行う者として認定を受けた者であること。
	＜中小企業等経営強化法（抜粋）＞
第四節　支援体制の整備
（認定経営革新等支援機関）
第三十一条　主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務（以下「経営革新等支援業務」という。）を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
２　前項の認定を受けた者（以下「認定経営革新等支援機関」という。）は、次に掲げる業務を行うものとする。
　一　経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
　二　経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
３　第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
　一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
　二　事務所の所在地
　三　経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
　　イ　経営革新等支援業務の内容
　　ロ　経営革新等支援業務の実施体制
　　ハ　イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
４　認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。


⑸　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。
	地方自治法施行令第167条の４第１項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号いずれかに該当する者を参加させることができない。
一　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者


⑹　会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑺　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑻　県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
⑼　社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
⑽　雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を払っていること。
⑾　労働関係法令を遵守していること。
⑿　コンソーシアムの場合は、管理法人は全要件、全構成員が(４)から(11)までの要件を満たすこと。
⒀　コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員となって応募することはできない。また、コンソーシアムの構成員は法人単独で応募することはできない。

７　業務委託仕様、企画提案書類について
⑴　提出期限：令和８年５月13日（水）12時必着（厳守）
⑵　提出場所：沖縄県商工労働部中小企業支援課（沖縄県庁８階）　
〒900-8570　沖縄県那覇市泉崎1-2-2 中小企業支援課
⑶　提出方法：
下記提出書類を一連にして７部作成し、各書類の間にインデックスで間仕切りを入れた上で、長辺左側に穴をあけ、各部をＡ４縦型フラットファイルに綴り、持参もしくは郵送(書留郵便)にて提出すること。なお、副本は全て正本の複写とする。
【提出部数：正本１部（片面印刷）、副本６部（片面印刷）、計７部】
※提出書類コ～シについては、正本のみ（１部）の提出で構わない。
※提出書類は、ア～スの順序で編綴すること。
⑷　提出書類一式
	ア　企画提案応募申請書･････････････････････････････････【様式１】
イ　企画提案書･････････････････････････････････････････【様式２】
企画提案の記載方法は任意だが、別添「企画提案仕様書」等を踏まえ、以下の項目を必ず記載すること。また、審査員が容易に理解できるよう、図表を用いるなど工夫し、説明は簡潔にすること。
(ｱ)　支援の実施方法
創業期、再生期（成長鈍化・衰退期）、それぞれの事業者への支援方法
(ｲ)　効果検証の実施方法
ウ　法人概要表･････････････････････････････････････････【様式３】
エ　経費見積書･････････････････････････････････････････【様式４】
オ　事業計画書･････････････････････････････････････････【様式５】
カ　実施体制 ･･････････････････････････････････････････【様式６】
キ　類似・関連事業実績書（過去３年以内）･･･････････････【様式７】
ク　誓約書 　･･････････････････････････････････････････【様式８】
ケ　直近３期分の事業報告書、貸借対照表、収支決算書等の経理的基礎を有することを明らかにする書類（設立後、３期を迎えていない法人にあっては、直近までのもの）
コ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書・・・・１部
サ　認定経営革新等支援機関に係る認定書の写し・・・・１部
シ　県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類
(ｱ)　都道府県が発行する都道府県税に未納がないことの証明書
　　　（発行後３か月以内のもの）・・・・１部
(ｲ)　税務署が発行する「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納がないことの証明書（発行後３か月以内のもの）・・・・１部
ス　（コンソーシアムの場合）コンソーシアム協定書（写）、上記ウ、キ～シを構成員毎に提出



８　応募スケジュール（以下から記載する日時の年は、全て令和８年とする）
契約までのスケジュールは次のとおりを予定しているが、変更することもあり得る。
⑴　公募期間：公告の日～５月13日（水）12時まで　※応募書類必着 
⑵　質問期間：公告の日～５月１日（金）17時受付分まで
⑶　企画提案審査：５月20日（水）予定（別途通知）
　　（別途通知。プレゼンテーション審査を予定）
⑷　委託事業者決定及び審査結果通知：５月下旬 
⑸　契約締結、事業開始：５月下旬から６月上旬

９　審査・選定方法
応募資格、申請書類及び添付書類の確認を行ったうえで、各要件を満たしている者に対して、令和８年５月15日（金）までにその後の審査日程等について通知する。
⑴　選定に当たっては、沖縄県商工労働部内に設置する委託業者選定委員会において、提案内容や経費等を、企画提案審査要領に基づき審査し、最も優れた１者を選定する。応募者が１者であった場合は、選定委員会において妥当性の審査を行う。審査結果については、５月下旬に電話及び文書で通知する。
　※　応募状況や提案内容等を踏まえ、企画提案審査を書面審査にて行う場合がある。その際は、審査日程等の通知と合わせて通知することとする。
※　審査前に県担当者が確認・ヒアリングを求める場合がある。なお、提出書類等の返却は行わない。
※　審査結果についての異議申立て、質問等は受け付けない。
　⑵　審査基準
審査は、令和８年度「未来を拓く事業拡大支援事業」業務委託業者選定要領により、令和８年度「未来を拓く事業拡大支援事業」に係る業務委託業者選定委員会において行うこととする。
審査においては、以下の５つの項目を評価指標とし、最も優れた提案者を選定する。
　①　受託者における担当支援員（専門家等）は、M&AやPMIに関する専門的な知見を有し、支援対象者に対する効果的な伴走支援を期待できる能力を有しているか。（１０点）
②　PMIの推進に必要な多様な専門分野（財務・会計、業務改善、組織文化の融合・人材定着など）に対し、効果的な支援が可能な体制（外部専門家や関係機関との連携体制を含む）となっているか。（１０点）
③　PMI実行計画の策定・実践への伴走支援内容や、各種報告書内容のチェック体制は、効果的かつ具体的なものとなっているか。（１５点）
④　スケジュール管理など、本事業を円滑に実施する体制を有しているか。（１０点）
⑤　その他、過去のM&A・PMI支援や経営改善等に係る類似事業の実績など、支援対象者へのより効果的な伴走支援が期待できるものがあるか。（５点）
※上記以外に、以下の沖縄県の認証制度等を取得している場合、それぞれ加点することとする。（上限５点）
　　  〇 所得向上応援企業認証制度(３点)
〇 人材育成企業認証制度(３点)
〇 ワーク・ライフ・バランス企業認証制度(３点)
〇 経営革新計画認証制度(３点)
〇 パートナーシップ構築宣言企業(２点)



10　質問事項 
⑴　質問方法：本応募要項及び企画提案仕様書に関して質問がある場合は、質問書【様式９】に質問事項を記入のうえ、電子メール又はＦＡＸによって提出することとし、送信後速やかに問い合わせ先の担当まで電話連絡し、受信の確認を行うこと。
⑵　問い合わせ先：沖縄県商工労働部中小企業支援課（担当：松田）沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話：098－866－2343　(質問期間中の平日8：30～16:30を問い合わせ対応時間とする。)　
FAX ：098－861－4661　　E-mail: aa052108@pref.okinawa.lg.jp
⑶　回答方法：令和８年５月８日（金）までに中小企業支援課ホームページに掲載する。





11　経費の計上
⑴　対象経費：事業の執行に必要な経費であり、具体的には以下のとおりである。
	経費区部
	内　　　　　　　　　　容

	Ⅰ．直接人件費
	事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費（雇用関係にある者）

	Ⅱ．直接経費
	旅費、使用料、謝金、借料及び損料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等本事業に直接必要な経費

	（再委託費）
	県との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他社に行わせる（委任又は準委任）ために必要な経費及び仕事の完成を目的とした外注（請負契約）に必要な経費。再委託費は、総経費の50％未満とすること

	Ⅲ．一般管理費
	経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた経費
「（直接人件費+直接経費－再委託費）の10%以内」

	Ⅳ．消費税
	上記の単価にすでに含まれている場合には、消費税相当額を除いたうえで経費を計上すること。また、消費税及び地方消費税として10％（1円未満切捨て）で計算すること。



⑵　事業費として計上できない経費
	・事業中の事故・災害処理のための経費
・建物等施設に関する経費
・その他事業に関係のない経費



⑶　留意事項
①　再委託を行う際はあらかじめ県の承認を得ること。また再委託費は総経費の50％未満とすること。
②　各経費は、単価、月数、回数、個数等見積条件が分かるように明記すること。

12　その他
(1) 企画提案書等の作成に要する経費、企画提案に参加する経費等については参加者の負担とする。
(2) 提出された企画提案書等については返却しない。
(3) 委託先選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。
(4) 採否に関する異議申し立て等は受け付けない。
(5) 採用された企画提案書等については、実施段階において予算や諸事情を勘案し、協議により変更することがある。
(6) 契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項（※）の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(7) 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。
1 提出期限を過ぎて、提出書類が提出された場合
2 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
3 本要領に違反すると認められる場合
4 審査の公平性に影響を与える不正行為があった場合
5 その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合
(8) 検討すべき事項が生じた場合は、沖縄県商工労働部中小企業支援課と受託者とで別途協議して決めることとする。

13　問い合わせ先
　　〒900-8570　沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号　沖縄県庁８階
　　沖縄県商工労働部中小企業支援課　金融班　担当：松田
　　電話：098-866-2343　ＦＡＸ：098-861-4661
　　E-mail：aa052108@pref.okinawa.lg.jp
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